
令和７年１１月に海難審判所で言い渡された裁決が、ホームページに掲載されました（令和８年１月）

海難防止へのインフォメーション （公財）海難審判・船舶事故調査協会

上記事件のうち、横浜地方海難審判所と神戸地方海難審判所の裁決２件について、“概要版”を作成しました
公表された裁決書をもとに当協会の責任で編集しましたので、詳細は海難審判所ＨＰでご確認ください

① 漁船Ａ(14ﾄﾝ) 貨物船Ｂ(6542ﾄﾝ) 衝突事件
夜間、茨城県常陸那珂港東方沖合において、東行するＡ船と、南下するＢ船とが衝突し、両船が損傷した

② 貨物船Ａ(498ﾄﾝ) 貨物船(Ｂ497ﾄﾝ) 衝突事件
夜間、鳴門海峡において、北上中のＡ船と、南下中のＢ船とが衝突し、両船が損傷した

海難審判裁決書
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（公財）海難審判・船舶事故調査協会横浜地方海難審判所（令和７年１１月言渡）

① 漁船Ａ(14ﾄﾝ) 貨物船Ｂ(6542ﾄﾝ) 衝突事件
（夜間、茨城県常陸那珂港東方沖合において、東行するＡ船と、南下するＢ船とが衝突し、両船が損傷した）

海難防止への
インフォメーション

【海難概要】夜間、常陸那珂港東方沖合において、Ａ船（14ﾄﾝ、4人乗

組）が東行中、Ｂ船（外国籍、6542ﾄﾝ、15人乗組、空倉）が南下中、Ａ

船の船首がＢ船の右舷中央部に衝突した

《原因等》 両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で
接近した際、

Ｂ船：動静監視不十分で、前路を左方に横切るＡ船の進路を避けなかっ

た（主因）

Ａ船：警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかった

（一因）

 船長Ａは、Ｂ船に自船の進路を避ける様子がない場合、警告信号を

行い、衝突を避けるための協力動作をとるべきであった

【発生日時】 令和６年１０月２４日０３時４４分半僅か前
【発生場所】 茨城県常陸那珂港東方沖合
【 死 傷 者】 なし
【 損 傷 等】 Ａ船：球状船首及び船首外板に亀裂等

Ｂ船：右舷中央部外板に擦過傷

《背景》 ・ 船長Ａは、自船が保持船の立場なので、Ｂ船が自船の進路を避けると思った

・ 二等航海士Ｂは、右舷前方２海里のところにＡ船の航海灯を初認したのち、海図

台に移動して船尾方を向いて立った姿勢で航海日誌等の記載を始め、その後、Ａ

船に対する動静監視を十分に行わなかったので衝突のおそれに気付かなかった

（航法の適用）海上衝突予防法（予防法）第１５条（横切り船の航法）
が適用される

・衝突地点は、港則法及び海上交通安全法の適用がないことから、予

防法が適用され、本件時、両船は、互いに視野の内にあり、互いに進

路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近し、衝突を避けるために

必要な動作をとる時間的、距離的余裕があったと認められることから、

予防法第１５条（横切り船の航法）が適用される

[受審人]            《 懲戒 》 
(Ａ船) 船長 ：  小型船舶操縦士 → 戒告
(Ｂ船) 外国籍船は懲戒の対象外

＊本裁決は、Ｒ７.１１.１０に言い
渡されました。詳細は海難審判所
のＨＰでご確認下さい
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（公財）海難審判・船舶事故調査協会神戸地方海難審判所（令和７年１１月言渡）

② 貨物船Ａ(498ﾄﾝ) 貨物船(Ｂ497ﾄﾝ) 衝突事件
（夜間、鳴門海峡において、北上中のＡ船と、南下中のＢ船とが衝突し、両船が損傷した）

海難防止への
インフォメーション

[受審人]                     《 懲戒 》 
(Ａ船) 船  長 ： 二級海技士（航海） → 業務停止１か月
(Ｂ船) 船  長 ： 三級海技士（航海） → 戒告

 二等航海士 ： 四級海技士（航海） → 戒告

【海難概要】 夜間、鳴門海峡において、Ａ船（498ﾄﾝ、4人乗組、空倉）が北上

中、Ｂ船（497ﾄﾝ、5人乗組、コークス約1200トン積載）が南下中、Ａ船の左舷前

部がＢ船の右舷船首部に衝突し、両船が損傷した

（航法の適用）海上衝突予防法（予防法）第３８条及び第３９条（船員の常務）
が適用される

・衝突地点は、海上交通安全法の適用海域であるが、同法には本件に適用で

きる航法規定がないことから、予防法が適用され、鳴門海峡は、予防法第９

条に定める狭い水道等に該当するので、第９条第１項の規定が適用される

・予防法第９条第１項（右側端航行）が遵守されず、両船が互いに右舷を対し

て無難に航過できる状況下、Ａ船が衝突の約２分半前にＢ船の前路に向けて

右回頭を開始したことにより、両船間に衝突の危険（新たな衝突の危険）が生

じたもので、予防法第３８条及び第３９条（船員の常務）が適用される

《原因等》 夜間、鳴門海峡において、
Ａ船：右側端に寄って航行しなかったばかりか、動静監視不十分で、互いに右

舷を対して無難に航過する態勢で南下するB船の前路に向けて右回頭

を開始し、新たな衝突の危険を生じさせた（主因）

Ｂ船：右側端に寄って航行しなかったばかりか、動静監視不十分で、警告信号

を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかった（一因）

【発生日時】 令和６年１０月３日２１時２３分半少し前
【発生場所】 鳴門海峡
【 死 傷 者】 なし
【 損 傷 等】 Ａ船：左舷前部外板に凹損等／Ｂ船：右舷船首部ハンドレールに曲損等

＊本裁決は、Ｒ７.１１.２７に言い渡されました。詳細は海難審判所のＨＰでご確認下さい

《背景》 ・船長Ａは、Ｂ船と互いに左舷を対して航過できると思い、Ｂ船に
対する動静監視を十分に行わなかった

  ・船長Ｂ１と二等航海士Ｂ２は、Ａ船と互いに右舷を対して航過で

きると思い、Ａ船に対する動静監視を十分に行わなかった
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